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隠岐島の位置 
 
隠岐島は、島根半島北東約４０～８０㎞の日本海上に位置し、４つの有人島

と１８０余りの小島からなる群島であり、全島を大別して島前、島後と称し、

島前はその西南に位置し、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫

村)からなっています。島後は島前の北東約１８㎞に位置し、全島の７０％の面

積を占める群島中最大の島であって、隠岐の島町があります。 

 このように、本土から隔絶した４つの有人島を主島とする群島型離島を形成

していることが、本地域の最大の特徴となっています。 

 

 

 



隠岐広域連合の沿革 
 
平成 ７年 ７月    『隠岐地域保健・医療・福祉推進協議会』設立 

平成 ８年１１月    『隠岐医療圏保健医療供給システム（マスタープラン）策定 

            事業報告書』作成 

隠岐郡内の公的医療機関の一体的運営組織設立など、隠岐地 

域の保健医療提供体制整備の方向性が提案される。 

平成 ９年 ２月    『隠岐郡７町村と県とが一体となって、隠岐郡内の公的機関 

            を一元的に運営する新たな組織を設立したい』知事表明 

４月    『隠岐保健・医療・福祉提供体制整備推進協議会』設立総会 

平成１０年 ６月    第５回隠岐保健・医療・福祉提供体制整備推進協議会総会 

１、島根県と隠岐７町村とで広域連合を設立する事の決定 

２、広域連合が隠岐病院と島前診療所を運営することの決

定 

３、広域連合が介護保険事務の共同実施する事の決定 

平成１１年 ６月    各構成団体６月議会において隠岐広域連合規約を議決 
７月    隠岐広域連合設置に係る許可申請書自治省へ提出 

９月    『隠岐広域連合』設立 

平成１３年 ３月    規約の変更許可：「島前診療所」を「隠岐島前病院」に改める 

平成１４年 ４月    隠岐島町村組合統合 

            規約の変更許可：共同処理事務の追加(隠岐島町村組合の共同 

                                       処理事務をすべて承継) 

平成１５年 ３月    規約の変更許可：共同処理事務の追加(知的障害児施設の設置 

                                       管理及び運営に関する事務) 

平成１９年 １月    規約の変更許可：共同処理事務の追加(隠岐航路フェリー「お 

                                       き」の設置、管理及び運営に関する事務) 

平成２０年 ２月    規約の変更許可：共同処理事務の追加(国民健康保険、後期高 

                    齢者医療制度の特別徴収に係る電子データ 

                    の処理に関する事務) 

平成２２年 ３月    規約の変更許可：共同処理事務の廃止（農業災害補償法に基 

                    づく農業共済事業に関する事務） 



隠岐広域連合の概要 
 
隠岐広域連合は、平成１１年９月１日に島根県と隠岐島４（旧７町村）町村

【隠岐の島町、（旧西郷町・旧布施村・旧五箇村・旧都万村）海士町、西ノ島町、

知夫村】を構成団体として設立しました。 

 広域連合で処理する事務は、設立当初、介護保険事業、隠岐病院事業、島前

診療所事業(平成１３年３月より隠岐島前病院事業)、救急医療対策事業で、平

成１４年４月からは、隠岐島町村組合の事務を引き継ぎ、広域消防事業・知的

障害者援護施設事業・交流施設管理事業等を、さらに平成１６年度より知的障

害児施設事業を、平成１８年度より隠岐航路フェリー「おき」の設置、管理運

営に関する事務を行うこととなりました。 

隠岐島においては、広域行政需要の多様化・複雑化、更に離島という特異条

件、また現下の厳しい地方財政悪化等の状況のなかで、当広域連合が実施する

事業の効率的かつ効果的な施策の展開が求められるところです。 

隠岐広域連合は、このような時代背景のもと、行財政運営の効率化と、隠岐

島住民の福祉の向上、安心して暮らせる島づくりに努めます。 

 

１，設 置 根 拠 地方自治法第２８４条第１項（地方公共団体の組合） 

２，設置年月日 平成１１年９月１日 

３，事 務 局 島根県隠岐郡隠岐の島町都万２０１６番地 

４，構 成 団 体 島根県・隠岐の島町・海士町・西ノ島町・知夫村 

人 口････２２，３７３人(平成２２年３月現在) 

面 積････３４６．０４ｋ㎡ 

５，事 務 事 業  ① 隠岐病院の設置、管理及び運営に関する事務 

② 隠岐島前病院の設置、管理及び運営に関する事務 

③ 介護保険の実施に関する事務 

④ 救急医療対策事業に関する事務 

⑤ 消防に関する関係町村の事務 

⑥ 火薬類取締法に規定する島根県知事の権限に属する事務

のうち関係町村が処理することとされた事務 

⑦ 高圧ガス保安法に規定する島根県知事の権限に属する事

務のうち関係町村が処理することとされた事務 

⑧ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係

町村が処理することとされた事務 

⑨ 知的障害者援護施設の設置、管理及び運営に関する事務 

⑩ 障害福祉サービス事業の管理運営に関する事務 



⑪ 広域市町村圏計画の策定に関する事務 

⑫ レインボープラザの設置、管理及び運営に関する事務 

⑬ フェリー「くにが」代替船建造に対する隠岐汽船株式会

社への資金貸付及び償還に関する事務 

⑭ 隠岐広域連合人材育成基金の設置、管理及び処分に関す

る事務 

⑮ 知的障害児施設の設置、管理及び運営に関する事務 

⑯ 隠岐航路フェリー「おき」の設置、管理及び運営に関す      

  る事務 

⑰ 国民健康保険、後期高齢者医療制度の特別徴収に係る電      

  子データの処理に関する事務 

 



隠岐広域連合の処理する事務の概要 
 

① 隠岐病院の設置、管理及び運営に関する事務 

 隠岐病院は、病床数１３４床（一般病床１０４床、精神病床２８床、感

染症病床２床）、診療科１４科（内科、神経内科、腎臓内科、外科、整形外

科、小児科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、泌尿器科、精神神経

科、歯科口腔外科、救急科）、ＣＴ、ＭＲＩ等の高度医療機器を有する隠岐

島の中核病院です。 

隠岐二次医療圏域におけるへき地医療拠点病院として、巡回診療等によ

る医療確保、隠岐の島町各診療所・隠岐島前病院への医師及び医療技術者

等の派遣、相互交流並びに技術指導・援助を行っています。 

 また、隠岐島内での医療完結率の向上を図るため、遠隔画像診断システ

ムを活用するなど、本土側病院（三次医療機関）との連携を進めています。 

 

② 隠岐島前病院の設置、管理及び運営に関する事務 

隠岐島前病院は、病床数４４床（一般病床２０床、療養病床２４床）、診

療科８科（内科、外科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、精神科、産婦人科、

整形外科）、ＣＴ等の高度医療機器を有する島前地区の中核病院です。 

島前地区の医師ブロック制の拠点として町村診療所への医師派遣や相互

交流を行っています。 

また、隠岐島内での医療完結率の向上を図るため、診療応援を受けたり

遠隔画像診断システムを活用するなど、隠岐病院や本土側病院（三次医療

機関）との連携を進めています。 

 

③ 介護保険の実施に関する事務 

   平成１２年４月の介護保険制度の創設と同時に隠岐広域連合が保険者と

して、隠岐圏域内の高齢者に公平で適正な介護サービスの提供を行うため、

介護保険事業を実施しています。 

   主な事務は、被保険者の資格管理、保険料の徴収、保険給付、要介護認

定、介護保険事業計画の策定等であり、構成町村及び島根県と連携を図り

ながら、高齢者が住み慣れた家や地域で自立した生活を行うことができる

よう支援しています。 

 

④ 救急医療対策事業に関する事務 

   初期的な急病患者に対する救急医療等の確保を図るための在宅当番・救

急医療情報提供実施事業を島後医師会及び島前医師会に委託して実施して

います。 



 

⑤ 消防に関する関係町村の事務 

 昭和４８年、隠岐島７町村が消防事務を共同処理するため隠岐島町村組

合が発足し、現在は隠岐の島町に消防本部及び消防署、西ノ島町に分署、

海士町、知夫村にそれぞれ出張所を配置しています。 

 今後も各署所の機能充実を図り、消防体制の整備を図るとともに、特に

救急業務においては救急救命士及び高規格救急車の配備等により、島民の

安全・安心な救急体制の整備を提供します。 

 

⑥ 火薬類取締法に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関係

町村が処理することとされた事務 

火薬類のうち煙火（花火等）及び産業火薬（土木工事や採石場での発破

作業・コンクリート破砕機使用、建設工事での建設用びょう打銃等）の消

費に関する許可事務を消防本部において行います。 

 

⑦ 高圧ガス保安法に規定する島根県知事の権限に属する事務のうち関

係町村が処理することとされた事務 

 高圧ガス製造施設及び高圧ガス貯蔵施設の設置には、許可が必要であり、

この許可事務を消防本部において行います。 

 

⑧ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定す

る島根県知事の権限に属する事務のうち関係町村が処理することと

された事務 

液化石油ガス（プロパンガス等）の設備工事については、その規模に応

じて届出を行う必要があり、５００kgを超え、３，０００kgまでの規模の

設備工事における許可事務を消防本部において行います。 

 

⑨ 知的障害者援護施設の設置、管理及び運営に関する事務 

障害者福祉法の第１種社会福祉事業に位置づけられ、知的障害者福祉法

第２１条６の規定に基づき、昭和５５年度に知的障害者更生施設を開設し

ました。昭和６１年度には、知的障害者福祉法第２１条の７の規定に基づ

いて、知的障害者授産施設を併設しました。また、平成１２年１月からは

日中活動の場を提供する通所部を開設しています。現在、利用定員は入所

定員が更生施設３０名、授産施設４０名、通所部が３５名となっています。

本人と保護者の希望のもと、可能な限り施設生活から地域生活への移行を

図っており、今後、入所利用者は減少していく方向となっています。 

 施設生活サービスにおいては、健康で豊かな生活環境の提供、そして、

日中活動サービスにおいては、一人ひとりが生きがいを感ずる作業活動の



提供を目指すと共に、隠岐圏域の中核施設として、短期入所事業、日中一

時支援事業、障害児等療育支援事業等、在宅者への支援も取り入れた施設

運営を行っていきます。 

 

⑩ 障害福祉サービス事業の管理運営に関する事務 

障害者自立支援法第５条第１項の規定に基づき、地域において共同生活

を営むことを希望する人につき、生活の場を確保し、障がいのある人の相

談や日常生活上の援助を行ったり、入浴・排泄又は食事の介護等、厚生労

働省令で定める便宜の供与を行う事業です。グループホームについては、

平成４年度に１棟目を開設し、現在では１０棟のグループホーム及びケア

ホームを管理運営しています。 

 今後においても、施設福祉から地域福祉への転換という国の方針と障が

いのある人のニーズに応え、その住居の確保と地域で安心して暮らせる支

援体制を充実させていきます。 

 

⑪ 広域市町村圏計画の策定に関する事務 

          隠岐地区広域市町村圏は、昭和４６年に指定されて以来、三次にわたる

広域市町村圏計画に基づき、離島における交通、福祉、医療、消防、生活

環境、産業振興など魅力ある広域生活圏づくりの推進に努めてきましたが、

総務省は「広域行政圏施策は当初の役割を終えた」として広域行政圏計画

策定要綱を廃止(平成２１年３月３１日)しました。 

 

⑫ レインボープラザの設置、管理及び運営に関する事務 

   隠岐島民が県都松江市において各種交流、研修の拠点施設として設置し

ている当施設の管理及び運営を行います。 

 

⑬ フェリー「くにが」代替船建造に対する隠岐汽船株式会社への資金貸

付及び償還に関する事務 

   隠岐島民の本土との交通手段であるフェリー「くにが」の代替船建造に

対する資金貸付を行い、資金調達に寄与することにより、島民の海上交通

の利便性の確保を図ります。 

 

⑭ 隠岐広域連合人材育成基金の設置、管理及び処分に関する事務 

 島根県離島振興協議会が実施する人材育成支援事業に要する経費の財源

に充てるため、基金管理事務を行います。 

 

⑮ 知的障害児施設の設置、管理及び運営に関する事務 

 隠岐圏域における障がいのある児童の入所利用のニーズに応えるため、



平成１６年度に仁万の里に入所定員１０名の知的障害児施設を併設しまし

た。児・者一環した支援と効率的な施設運営を行うと共に、多様な障がい

を抱える児童のニーズにも応え、その成長・発達を促す支援をしていきま

す。 

 

⑯ 隠岐航路フェリー「おき」の設置、管理及び運営に関する事務 

   隠岐と本土間の海上交通を確保し、住民福祉の向上と産業振興を図るた  

め、隠岐航路フェリー「おき」を設置し、管理運営を行います。 

 

⑰ 国民健康保険、後期高齢者医療制度の特別徴収に係る電子データ処理  

に関する事務 

   国民健康保険、後期高齢者医療制度の特別徴収事務に係る電子データを  

関係町村と連携して処理する事務を行います。 



隠岐広域連合の行政組織 
 
○議    会 

・議 員 定 数  １４人 

・議 員 構 成  島根県２人・隠岐の島町６人・海士町２人・西ノ島町２人 

・知夫村２人 

・選   挙  構成団体の議会議員の内から構成団体の議会において選挙 

・任   期  構成団体の議員の任期による 

・委 員 会  議会運営委員会・・・・・・・・・・・・・・・ ５人 

総務医療常任委員会・・・・・・・・・・・・・ ７人 

保険福祉常任委員会・・・・・・・・・・・・・ ７人 

隠岐病院建設促進特別委員会・・・・・・・・・ ９人 

・定 例 会  年３回（２月、５月、９月） 

 

○選挙管理委員会 

・委   員  関係町村の選挙権を有する人格高潔な者のうちから議会に 

おいて選出・・・・・・・・・・・・・・・・・・４人 

 

○監査委員 

・委   員  識見を有する者・・・・・・・・・・・・・・・・１人 

議会から選出された者・・・・・・・・・・・・・１人 

 

○執行機関 

・広域連合長  構成団体の長の内から構成団体の長が投票で選挙・１人 

・副広域連合長 構成団体の長、職員、または人格高潔で識見を有する者の 

うちから選任・・・・・・・・・・・・・・・・・５人以内 

・会計管理者  職員のうちから広域連合長命ずる・・・・・・・・１人 



診療部 神経内科 腎臓内科
精神神経科 外科
産婦人科 眼科
泌尿器科 皮膚科
救急科

放射線技術科 検査技術科
医療技術部

栄養管理科 歯科技術科

看護部 外科系外来看護科 助産科
３階病棟看護科 ４階病棟看護科

事務部

地域連携部

病院整備室

事務局

医療局 外科 整形外科
耳鼻咽喉科 精神科
眼科 薬剤科

栄養管理科

看護部 訪問看護
療養病棟

海士出張所
島前分署

知夫出張所
総務課

生活支援課

通所支援課

小児科

消防本部

リハビリテーション技術科
検査技術科

医事係

２階病棟看護科

出納室会計管理者

　議会運営委員会

隠岐病院

隠岐広域連合議会
　保険福祉常任委員会

仁万の里
更生施設
授産施設
児童施設

　総務医療常任委員会

介護保険課

　公平委員会(委託)

　選挙管理委員会

　監　査　委　員

本署

警防課

　隠岐病院建設促進特別委員会

総務課

予防課

一般病棟

産婦人科

総務課
経営課

地域連携室

　広域市町村圏計画審議会

総務課

隠岐島前
病院

広域連合
事務局

歯科口腔外科

臨床工学科

内科

内科系外来看護科

リハビリテーション技術科

隠岐広域連合行政組織図

外来

平成22年4月1日

隠岐広域連合長

副広域連合長

整形外科

総務係

内科

薬剤科

小児科

耳鼻咽喉科



隠岐広域連合各施設 
◎ 隠岐広域連合事務局 〒685 ｰ 0104 

        島根県隠岐郡隠岐の島町都万２０１６番地 

           TEL ０８５１２－６－９１５０ 

                      FAX ０８５１２－６－３３３０ 

◎ 隠岐病院 〒685-0016 

 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町３５５番地 

           TEL ０８５１２－２－１３５６ 

                      FAX ０８５１２－２－６１４９ 

◎ 隠岐島前病院 〒684-0303 

 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田２０７１番地１ 

           TEL ０８５１４－７－８２１１ 

                      FAX ０８５１４－７－８７０２ 

◎ 隠岐広域連合消防本部(消防署) 〒685-0016 

 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町１６３番地 

           TEL ０８５１２－２－２２９９ 

                      FAX ０８５１２－２－３９９１ 

◎ 隠岐島消防署島前分署 〒684-0211 

 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷６０番地７ 

           TEL ０８５１４－６－１１１９ 

                      FAX ０８５１４－６－１１１０ 

◎ 隠岐島消防署海士出張所 〒684-0403 

 島根県隠岐郡海士町大字海士１４８３番地 

           TEL ０８５１４－２－１１１９ 

                      FAX ０８５１４－２－１１１９ 

◎ 隠岐島消防署知夫出張所 〒684-0102 

 島根県隠岐郡知夫村１５６１番地１５ 

           TEL ０８５１４－８－２１１９ 

                      FAX ０８５１４－８－２１１９ 

◎ 知的障害者福祉施設(仁万の里更生施設･授産施設･児童施設) 

      〒685-0104 

 島根県隠岐郡隠岐の島町都万２５８２番地１ 

           TEL ０８５１２－６－２２８９ 

                      FAX ０８５１２－６－２６８６ 

◎ レインボープラザ（交流・宿泊施設） 〒690-0825 

 島根県松江市学園一丁目８番８号 

           TEL ０８５２－２７－６９００ 

                      FAX ０８５２－２７－６９１５ 



隠岐広域連合構成団体所在地 
 

◎ 島根県  〒690-8501 

 島根県松江市殿町１番地 

           TEL ０８５２－２２－５１１１ 

                      FAX ０８５２－２２－６０４０ 

◎ 隠岐の島町  〒685-8585 

 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町１番地 

           TEL ０８５１２－２－２１１１ 

                      FAX ０８５１２－２－６００５ 

◎ 海士町  〒684-0403 

 島根県隠岐郡海士町大字海士１４９０番地 

           TEL ０８５１４－２－０１１１ 

                      FAX ０８５１４－２－０２０８ 

◎ 西ノ島町  〒684-0211 

 島根県隠岐郡西ノ島町大字浦郷５３４番地 

           TEL ０８５１４－６－０１０１ 

                      FAX ０８５１４－６－０６８３ 

◎ 知夫村  〒684-0102 

 島根県隠岐郡知夫村大字知夫１０６５番地 

           TEL ０８５１４－８－２２１１ 

                      FAX ０８５１４－８－２０９３ 



(単位：千円)

予算(歳出)額

1 192,126

2 3,115,844

収 益 的 収 支 710,341

資 本 的 収 支 177,453

収 益 的 収 支 2,356,087

資 本 的 収 支 1,538,853

5 568,933

6 439,332

7 18,081

9,117,050

平成２２年度隠岐広域連合当初予算額(会計別)一覧表

会　　　　　　　計　　　　　　　名

合　　　　　　　　　　　　　　　計

知 的 障 害 者 施 設 事 業 特 別 会 計

仁 万 の 里 作 業 特 別 会 計

隠 岐 広 域 連 合 一 般 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

消 防 事 業 特 別 会 計

3

4

隠 岐 島 前 病 院 事 業 特 別 会 計

隠 岐 病 院 事 業 特 別 会 計
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